
資料０

合 同 会 議

平成28年度(第2回) 大分県道路メンテナンス会議
[専門部会] 平成28年度(第1回) 大分県道路鉄道連絡会議(仮称)

◇日時： 平成２９年２月１０日(金)１３時３０分
◇場所： 大分河川国道事務所・別館２階・会議室

議 事 次 第

１．開 会 ＜事務局＞

２．挨 拶 ＜大分県道路メンテナンス会議 会長＞

３．議 事

（１）跨線橋に関する省令・通達の概要 ＜整備局＞

（２）規約の改正(道路鉄道連絡会議の設置) ＜事務局＞

（３）道路メンテナンス年報の概要 ＜整備局＞

（４）跨線橋の点検結果 ＜事務局＞

（５）跨線橋の今後のスケジュール ＜事務局＞

（６）舗装マネジメント・点検要領について ＜整備局＞

（７）メンテナンス国民会議の設置について ＜整備局＞

４．意見交換

５．閉 会 ＜事務局＞



氏　　　名 出席 役　　　職 氏　　　名 役　　　職 氏　　　名
跨道橋

連絡会議
道路鉄道
連絡会議

会 　長 国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道
事務所長

久田　成昭 ● ○ ○

副会長 国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道
事務所長

白田　雅彦 ● ○ ○

副会長 大分県　土木建築部 道路保全課長 和田　敏哉 ● 防災・保全班  主査 佐藤　勝則 ○ ○

副会長
西日本高速道路株式会社
九州支社

大分高速道路
事務所長

遠藤　雄二 ● ○ ○

委   員
国土交通省　九州地方整備局
道路部

道路保全企画官 山口      隆 × 道路構造保全官 安仲　　 努 ○

委   員
国土交通省　九州地方整備局
道路部

地域道路調整官 菅　伊佐男 ×
地域道路課
課長補佐

樋口恒一郎 ○

委   員 大分市 土木建築部長 木村  忠孝 ●
参事補
参事補
専門員

後藤　応寿
穂積　孝一
大石　雄一

△ ○

委   員 別府市 建設部長 狩野　俊之 ● 都市整備課　主任 山下　恭助 △ ○

委   員 中津市 建設部長 倉田      智 ● （耕地課　主査） （藤田　礼士） □ ○

委   員 日田市 土木建築部長 山口  光治 × 主幹（総括） 秦　　和徳 技師補 平山　翔太 △ ○

委   員 佐伯市 建設部長 下川　龍治 ● （用地管理課長） （槙野　信光）
総括主幹
副主幹

飛田　幸平
黒田　岳志

△ ○

委   員 臼杵市 ふるさと建設部長 吉野  和宏 × 建設課長 小長　範幸 副主幹 廣田　伸次 △ ○

委   員 津久見市 都市建設課長 関      憲二 ● ○

委   員 竹田市 建設課長 堀      慎司 ●
道路河川係
課長補佐

堀　徳広 ○

委   員 豊後高田市 建設課長 永松  史年 ●

委   員 杵築市 建設課長 羽田野陽一 × 係長 岩尾　琢司 主査 中島 直紀 ○ ○

委   員 宇佐市 建設水道部長 原田  雅且 ● 土木課長 山崎哲義 △ ○

委   員 豊後大野市 建設課長 羽田野房徳 ● （財政課　主幹） （後藤 　　博） □ ○

委   員 由布市 建設課長 大嶋  幹宏 ● ○ ○

委   員 国東市 建設課長 川上鉄之助 ●

委   員 姫島村 建設課長 中城  正光 ●

委   員 日出町 都市建設課長 川野  敏治 ● ○ ○

委   員 九重町 建設課長 菅家  常典 ● 建設課　リーダー 五十川　宏 ○ ○

委   員 玖珠町 建設水道課長 梅木  良政 × 工務係長 宿利　明徳 総括技師 山口　雄市 □ ○

（参考）

大分県　建設技術センター 技術部長 佐藤　祐二 ●
技術部次長
兼建設技術課長

木元　秀満

九州旅客鉄道（株）
大分支社 大分鉄道事業部

工務課長 大倉　一範 ● 工務　助役 德永　光宏 ○

肥川　雄二 ●
道路管理第二課長
保全対策官

八木　憲二
坪内     健

○ ○

田口　敬二 ●
道路管理課長
保全対策官

鵜林　保彦
總崎　裕二

○ ○

五ノ谷精一 × 施設改良班　主幹 中山　洋祐 ○ ○

緒方　義治 ● 保全第一課長 中村宗一郎 ○ ○

専門部会（○重複）
（△同部署・□他部署）

随行者等

オブザーバー

役　　　職

出席者名簿平成２８年度（第２回）　大分県道路メンテナンス会議

事務局

　所　　　　　属

委員出席
代理出席

（跨道橋連絡会議のみ）

国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道事務所　総括保全対策官

国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道事務所　技術副所長

大分県　土木建築部
道路保全課　参事（総括）

西日本高速道路株式会社　九州支社
大分高速道路事務所　管理第一課長
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氏　　　名 出席 役　　　職 氏　　　名 役　　　職 氏　　　名

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長 久田　成昭 ●

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長 白田　雅彦 ●

副会長 大分県土木建築部 道路保全課長 和田　敏哉 ● 防災・保全班  主査 佐藤　勝則

副会長 西日本高速道路株式会社　九州支社 大分高速道路事務所長 遠藤　雄二 ●

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 道路保全企画官 山口      隆 × 道路構造保全官 安仲　　 努

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 地域道路調整官 菅　伊佐男 ×
地域道路課
課長補佐

樋口恒一郎

委   員 大分市 土木建築部長 木村  忠孝 ●
参事補
参事補
専門員

後藤　応寿
穂積　孝一
大石　雄一

委   員 別府市 建設部長 狩野　俊之 ● 都市整備課　主任 山下　恭助

委   員 中津市 建設部長 倉田      智 ●

委   員 日田市 土木建築部長 山口  光治 × 主幹（総括） 秦　　和徳 技師補 平山　翔太

委   員 佐伯市 建設部長 下川　龍治 ●
総括主幹
副主幹

飛田　幸平
黒田　岳志

委   員 臼杵市 ふるさと建設部長 吉野  和宏 × 建設課長 小長　範幸 副主幹 廣田　伸次

委   員 津久見市 都市建設課長 関      憲二 ●

委   員 竹田市 建設課長 堀      慎司 ●
道路河川係
課長補佐

堀　徳広

委   員 豊後高田市 建設課長 永松  史年 ●

委   員 杵築市 建設課長 羽田野陽一 × 係長 岩尾　琢司 主査 中島 直紀

委   員 宇佐市 建設水道部長 原田  雅且 ● 土木課長 山崎哲義

委   員 豊後大野市 建設課長 羽田野房徳 ●

委   員 由布市 建設課長 大嶋  幹宏 ●

委   員 国東市 建設課長 川上鉄之助 ●

委   員 姫島村 建設課長 中城  正光 ●

委   員 日出町 都市建設課長 川野  敏治 ●

委   員 九重町 建設課長 菅家  常典 ● 建設課　リーダー 五十川　宏

委   員 玖珠町 建設水道課長 梅木  良政 × 工務係長 宿利　明徳 総括技師 山口　雄市

委   員
九州旅客鉄道（株）
大分支社 大分鉄道事業部

工務課長 大倉　一範 ● 工務　助役 德永　光宏

（参考）

国土交通省九州運輸局　鉄道部 技術課　課長 大川　和則 ●

国土交通省九州地方整備局 道路部 道路保全企画官 山口      隆 × 道路構造保全官 安仲　　 努

肥川　雄二 ●
道路管理第二課長
保全対策官

八木　憲二
坪内     健

田口　敬二 ●
道路管理課長
保全対策官

鵜林　保彦
總崎　裕二

五ノ谷精一 × 施設改良班　主幹 中山　洋祐

緒方　義治 ● 保全第一課長 中村宗一郎

オブザーバー

事務局

　　　　　平成２８年度（第１回）　大分県道路鉄道連絡会議（新設） 出席者名簿

　所　　　　　属 役　　　職

委員出席 代理出席 随行者等

国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道事務所　総括保全対策官

国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道事務所　技術副所長

西日本高速道路株式会社　九州支社
大分高速道路事務所　管理第一課長

大分県　土木建築部　道路保全課　参事（総括）　　
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（別表）

（自治体名等） 氏　　名 出席 役　　職 氏　　名

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 道路管理者 大分河川国道事務所長 久田　成昭 ●

副会長 国土交通省　九州地方整備局 道路管理者 佐伯河川国道事務所長 白田　雅彦 ●

副会長 大分県　土木建築部 道路管理者 道路保全課長 和田　敏哉 ● 防災・保全班  主査 佐藤　勝則

副会長 西日本高速道路(株)　九州支社 道路管理者 大分高速道路事務所長 遠藤　雄二 ●

委   員 大分県 大分県 公園・生活排水課長 藤崎　裕司 ×

委   員 大分市 大分市 建設部　土木管理課長　 伊藤　章洋 ×
参事補
参事補
専門員

後藤　応寿
穂積　孝一
大石　雄一

委   員 別府市 別府市 建設部　都市整備課長 松屋益治郎 ×
建設部長
都市整備課　主任

狩野　俊之
山下　恭助

委   員 中津市 中津市 農林水産部　耕地課長 釜土　德幸 × 耕地課　主査 藤田　礼士

委   員 日田市 日田市 土木建築部　土木課長 ×
主幹（総括）
技師補

秦 　　和徳
平山　翔太

委   員 佐伯市 佐伯市 建設部　用地管理課長 槙野　信光 ●

委   員 臼杵市 臼杵市 ふるさと建設部　建設課長 小長　範幸 ● 副主幹 廣田　伸次

委   員 杵築市 杵築市 建設課長 羽田野陽一 ×
係長
主査

岩尾　琢司
中島　直紀

委   員 宇佐市 宇佐市 建設水道部　土木課長　 山崎　哲義 ●

委   員 豊後大野市 豊後大野市 財政課長 羽田　勲誠 × 主幹 後藤 　　博

委   員 由布市 由布市 建設課長　 大嶋  幹宏 ●

委   員 日出町 日出町 都市建設課長　 川野  敏治 ●

委   員 九重町 九重町 建設課長　　 菅家　常典 ●

委   員 玖珠町 玖珠町 総務課長　　 ×
建設水道課　工務係長
建設水道課　総括技師

宿利　明徳
山口　雄市

オブザーバー 大分県　農林水産部 大分県 農村基盤整備課長 ×

総括保全対策官 肥川　雄二 ●
道路管理第二課長
保全対策官

八木　憲二
坪内　　 健

技術副所長 田口　敬二 ●
道路管理課長
保全対策官

鵜林　保彦
總崎　裕二

参事（総括） 五ノ谷精一 × 施設改良班　主幹 中山　洋佑

管理第一課長 緒方　義治 ● 保全第一課長 中村宗一郎

出席者名簿平成２８年度（第１回）　大分県跨道橋連絡会議

事務局

委　員 代理・随行等

国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道事務所

国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道事務所

大分県　土木建築部　道路保全課

西日本高速道路(株)　九州支社
大分高速道路事務所

　所　　　　　属 役　　　職　　（氏名等）
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大分県道路メンテナンス会議 規約 
 
 
（名 称） 
第１条 本会は、「大分県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

 
（目 的） 
第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、大分県内の各道

路管理者等が相互に連絡調整を行うことにより、適切な道路構造物の保全を行い、

円滑な道路管理の促進を図ることを目的とする。 
 
（所掌事項） 
第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。 

(１）道路インフラの維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に 
       関すること。 

 （２）道路インフラの点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関すること。 
（３）道路インフラの維持管理技術に関すること。 
（４）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。 

 
（組 織） 
第４条 会議は、別表―１に定める大分県内の各道路管理者で構成するものとする。 

   ２．会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は、国土交通省九州地方整備 
局大分河川国道事務所長、副会長は、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事 
務所長、大分県土木建築部道路保全課長及び西日本高速道路会社九州支社大分高 
速道路事務所長とする。 

３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。 
   ４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 
   ５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。 
   ６・本会議の下部組織として「作業部会」を設置するものとし、各道路管理者の 

実務担当者を充てるものとする。 
  
（専門部会） 
第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置する

ことができるものとする。 
     ２．「専門部会」として、『大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議

会』を置く。 
     ３．「専門部会」として、『大分県跨道橋連絡会議』を置く。 
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（事務局） 
第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、国

土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所道路管理課、大分県土木建築部道路

保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所が担うものとす

る。 
 
（規約の改正） 
第７条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。 

 
（その他） 
第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 
 

（附 則） 
本規約は、平成２６年 ５月２６日から施行する。 

     本規約は、平成２６年１０月３０日から施行する。 
     本規約は、平成２７年 １月１５日から施行する。 
     本規約は、平成２８年 ２月 ８日から施行する。 
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（別紙－１）

平成２８年　４月　１日現在

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長

副会長 大分県土木建築部 道路保全課長

副会長 西日本高速道路株式会社　九州支社 大分高速道路事務所長

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 道路保全企画官

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 地域道路調整官

委   員 大分市 土木建築部長

委   員 別府市 建設部長

委   員 中津市 建設部長

委   員 日田市 土木建築部長

委   員 佐伯市 建設部長

委   員 臼杵市 ふるさと建設部長

委   員 津久見市 都市建設課長

委   員 竹田市 建設課長

委   員 豊後高田市 建設課長

委   員 杵築市 建設課長

委   員 宇佐市 建設水道部長

委   員 豊後大野市 建設課長

委   員 由布市 建設課長

委   員 国東市 建設課長

委   員 姫島村 建設課長

委   員 日出町 都市建設課長

委   員 九重町 建設課長

委   員 玖珠町 建設水道課長

（参考）

大分県　建設技術センター 技術部長

九州旅客鉄道（株）　大分支社 大分鉄道事業部 工務課長

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所　道路管理第二課

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所　道路管理課

大分県　土木建築部　道路保全課

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所

大分県道路メンテナンス会議　名簿

事務局

　所　　　　　属 役　　　職

オブザーバー
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大分県跨道橋連絡会議 規約 

 

（名 称） 

第１条 本連絡会議は、「大分県跨道橋連絡会議」（以下「連絡会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 連絡会議は、大分県道路メンテナンス会議規約第５条第３項に規定の「専門部会」に位置付

けるものとし、大分県内における次条に規定する対象施設について、対象施設の管理者及び関

係する道路管理者間で協議・調整を行うことにより、対象施設の予防保全・老朽化対策の強化

等を図ることを目的とする。 

 

（対象施設） 

第３条 対象施設は、大分県内の高速道路、直轄国道及び地方道路公社道路の全ての道路並びに補助

国道、県道及び市町(村)道のうち「緊急輸送道路」に指定されている道路を跨ぐ道路法上の

道路以外の施設（ただし、鉄道橋を除く。）とする。 

※注： 対象施設として、農道、林道、認定外道路、私道、水管橋等が例示される。 

 

（協議・調整事項） 

第４条 連絡会議は、その目的を達成するため、対象施設に係る次の事項について、情報共有及び協

議・調整を行う。 

      一 対象施設の維持管理等に係る情報共有に関すること。 

      二 対象施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。 

      三 対象施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。 

      四 その他対象施設の管理に関連し、会長が必要と認めた事項に関すること。 

 

（構 成） 

第５条 連絡会議は、別表に掲げる対象施設の管理者及び関係する道路管理者でもって構成する。 

２ 連絡会議には、会長及び副会長３名を置くものとし、会長は九州地方整備局大分河川国道事

務所長、副会長は九州地方整備局佐伯河川国道事務所長、大分県道路保全課長及び西日本高速

道路株式会社九州支社大分高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

 

（会議の運営） 

第６条 連絡会議は、会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が努める。 

２ 連絡会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第７条 連絡会議の事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、佐伯

河川国道事務所道路管理課、大分県道路保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速

道路事務所に置く。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

 

（附 則） 

この規約は、平成２７年３月２６日から施行する。 
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（別表）

（自治体名）

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長 道路管理者

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長 道路管理者

副会長 大分県　土木建築部 道路保全課長 道路管理者

副会長 西日本高速道路株式会社　九州支社 大分高速道路事務所長 道路管理者

委   員 大分県（進入遠路外） 大分県 公園生活排水課長 対象施設の管理者

委   員 大分市 大分市 土木管理課長　 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 昭和井路土地改良区 大分市

委   員 別府市 別府市 建設部　都市整備課長 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 片白土地改良区 別府市 理事長 対象施設の管理者

委   員 奈多水路組合 別府市 組合長 対象施設の管理者

委   員 中津市 中津市 農林水産部　耕地課長 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 日田市 日田市 土木建築部　土木課長 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 野田地区 日田市 土木建築部　土木課長 対象施設の管理者

委   員 佐伯市 佐伯市 用地管理課長 対象施設の管理者

委   員 臼杵市 臼杵市 ふるさと建設部　建設課長 対象施設の管理者

委   員 太平洋セメント（株） 津久見市 大分工場　業務部　総務課長 対象施設の管理者

委   員 津久見鉱業（株） 津久見市 資源部　採鉱課長 対象施設の管理者

委   員 （株）戸高鉱業社 津久見市 総務部　総務課長 対象施設の管理者

委   員 日鉄鉱業（株） 津久見市 大分事業所　生産部　生産課長 対象施設の管理者

委   員 荻柏原土地改良区 竹田市 理事長　 対象施設の管理者

委   員 城原井路土地改良区 竹田市 理事長　 対象施設の管理者

委   員 中井手井路組合 竹田市 世話人　 対象施設の管理者

委   員 花小野井路組合 竹田市 組合長　 対象施設の管理者

委   員 豊後高田市 豊後高田市 農林振興課長 対象施設の管理者

委   員 杵築市 杵築市 建設課長 対象施設の管理者

委   員 宇佐市 宇佐市 建設水道部　土木課長　 対象施設の管理者

委   員 宇佐土地改良区 宇佐市

委   員 豊後大野市 豊後大野市 財政課長 対象施設の管理者

委   員 朝地町土地改良区 豊後大野市 理事長　 対象施設の管理者

委   員 岩戸井路土地改良区 豊後大野市 理事長　 対象施設の管理者

委   員 大野町土地改良区 豊後大野市 理事長　 対象施設の管理者

委   員 富士緒井路土地改良区 豊後大野市 理事長　 対象施設の管理者

委   員 由布市 由布市 建設課長　 対象施設の管理者

委   員 檪木井路水利組合 由布市 組合長 対象施設の管理者

委   員 オノウエ水路組合 由布市 役員 対象施設の管理者

委   員 川西水管橋（仮称） 由布市 役員（個人） 対象施設の管理者

委   員 熊野水路組合 由布市 代表 対象施設の管理者

委   員 天水井路水利組合（仮称） 由布市 役員 対象施設の管理者

委   員 平沢津水利組合（仮称） 由布市 役員 対象施設の管理者

委   員 龍祥寺 由布市 代表役員（住職） 対象施設の管理者

委   員 国東市 国東市 農政課長 対象施設の管理者

委   員 日出町 日出町 都市建設課長　 対象施設の管理者

委   員 藤原土地改良区 日出町 役員 対象施設の管理者

委   員 九重町 九重町 建設課長　　 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 玖珠町 玖珠町 総務課長　　 対象施設の管理者（高速のみ）

オブザーバー 大分県　農林水産部 大分県 農村基盤整備課長

大分県跨道橋連絡会議　名簿

　所　　　　　属 役　　　職　　（氏名等）

会議への参加を依頼中

会議への参加を依頼中

事務局

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所　道路管理第二課

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所　道路管理課

大分県　土木建築部　道路保全課

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所
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大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会 会則 

 

 

（名 称） 

第１条 本協議会は、「大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会」（以下「本 

連絡協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本連絡協議会は、高速道路の安全性を確保するため、大分県内における高速道路を跨ぐ 

橋梁（以下、「高速道路誇道橋」という。）の適切な点検、補修の実施及び必要な耐震補強 

の実施について、高速道路誇道橋の管理者と西日本高速道路株式会社との間で、情報共有 

の体制を構築するとともに、その対策等に関して必要な事項の、協議調整を図ることを目 

的とする。 

 

（対象箇所） 

第３条 対象箇所は、大分県内の高速道路誇道橋とする。 

 

（業 務） 

第４条 本連絡協議会は、その目的を達成するために、対象箇所に係る以下の事項について、 

情報共有及び協議・調整を行う。 

イ）点検結果、維持管理状況（補修計画、耐震補強等）の共有に関すること 

ロ）点検、補修及び耐震補強の対策実施にあたっての問題、課題に関すること 

ハ）上記問題、課題に対する対応策に関すること 

ニ）高速道路の交通規制計画に関すること 

ホ）情報共有の仕組みに関すること 

ヘ）その他必要な事項に関すること 

  

（構 成） 

第５条 本連絡協議会は、別表－１に掲げる者をもって構成する。 

 

（開 催） 

第６条 本連絡協議会は、原則年１回開催するものとする。 

２．前項に定めるもののほか、構成員が必要と認めた場合は、関連する者を招集できるものと 

する。 

 

（事務局） 

第７条 本連絡協議会の事務局は、西日本高速道路株式会社大分高速道路事務所とする。 

 

（雑 則） 

第８条 この会則に定めるもののほか、本連絡協議会の運営に必要な事項に関することは、 

その都度協議して定めるものとする。 

 

（付 則） 

この会則は、平成２５年１１月１５日から施行する。 
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（別紙－１）

大分県 道路保全課　参事（総括）

大分市 土木管理課　　課長

別府市 道路河川課　課長

中津市 道路課　課長

日田市 土木課　課長

津久見市 都市建設課　課長

杵築市 建設課　課長

宇佐市 土木課　課長

由布市 建設課　課長

日出町 都市建設課 課長

九重町 建設課　課長

玖珠町 建設水道課　課長

西日本高速道路株式会社　九州支社　 保全課長

西日本高速道路株式会社　九州支社
大分高速道路事務所

所長

西日本高速道路株式会社　九州支社
久留米高速道路事務所

所長

（オブザーバー）

国土交通省　九州地方整備局 道路保全企画官

国土交通省　九州地方整備局 地域道路調整官

国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道事務所

技術副所長 総括保全対策官

国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道事務所

技術副所長

大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会　構成員

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所事務局

構成組織 構　成　員 備　　　考
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

跨線橋の点検及び修繕の計画的実施
に関する省令・通達の概要

資料１
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省令・告示・定期点検基準の体系

1

① 省令・告示で 、５年に１回、近接目視を基本とする点検を規定、健全性の診断結果を４つに区分。

（トンネル、橋などの構造物に共通）

② 点検方法を具体的に示す定期点検基準を策定。（トンネル、橋などの構造物毎）

③ 市町村における円滑な点検の実施のため、主な変状の着目箇所、判定事例写真等を加えたものを

定期点検要領としてとりまとめ。 （トンネル、橋などの構造物毎）

法令・定期点検基準の体系

健全性の診断結果を、４段階に区分

道路法

政令

省令・告示

H25.9.2施行

・トンネル、橋及び、損傷、腐食その他の劣
化その他の異状が生じた場合に道路の構
造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれ
のあるものについて定期点検を規定
・５年に１回、近接目視を基本として実施
・健全性の診断結果を、４段階に区分

定期点検要領

・維持、点検、措置を講ずることを規定

（トンネル、橋などの構造物）

構造物に共通の規定

（トンネル、橋などの構造物）

各構造物毎に策定

・構造物の特性に応じ省令・告示に沿った
具体的な点検方法
・主な変状の着目箇所、判定事例写真等

H26.7.1施行
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平成26・27年度橋梁点検結果（道路管理者別）

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

市町村

都道府県等

高速道路会社

国土交通省

H26年度 H27年度

（15%）

（16%）

（7%）

（19%）

（20%）

（19%）

34%

36%

26%

（12%）
31%

（9%）（19%）
28%

（ ）内は各年度の点検実施率

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

点検実施率 点検結果

○ H26年7月からの定期点検が本格化し、平成26・27年度で橋梁 約28%、トンネル約29%、道路附属
物等 約37%の点検が完了。

○ 点検を実施した橋梁のうち、約12%は早期に修繕が必要。

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出

（19%）

55%

9%

36%

37%

37%

35%

83%

51%

51%

51%

10%

8%

13%

12%

12%

0.02%

0.0%

0.03%

0.2%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

高速道路会社

都道府県・…

市町村

合計

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

高速道路会社

都道府県等

合計

（13,103）

（8,272）

（58,185）

（124,973）

（204,533）

（ ）内は点検実施数
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平成26・27年度橋梁点検結果（最優先で点検すべき橋梁）

3

点検計画と点検実施率 点検結果（H26・27累積）

○ 第三者被害の予防等の観点から最優先で点検を推進することとしている橋梁のうち、跨線橋の点検
実施率は約29%であり、点検した跨線橋のうち約22%は早期に修繕が必要。

※点検計画は平成26年12月時点で策定
※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出

18%

15%

16%

22%

23%

26%

21%

23%

22%

17%

19%

18%

22%

20%

17%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成29年度 平成30年度

点検実施率 平成26年度 平成27年度

（17%）

（11%）

（14%）

（22%）

（18%）

（24%）

点検計画

39%

29%

38%

（ ）内は各年度の点検実施率

21%

21%

34%

37%

67%

57%

54%

51%

12%

22%

12%

12%

0.1%

0.01%

0.1%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

（参考）全橋梁

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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4

跨線橋の点検および修繕の計画的実施について

平成２６・２７年度点検結果から、跨線橋はⅢ判定が２２％と高い水準

今後、修繕工事の増加が見込まれるが、鉄道との協議が必要となるため、点検のみならず修

繕工事も計画的かつ効率的に進むような仕組みが必要

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成２８年３月）

（衆）「跨線橋等の老朽インフラ改修が課題となっていることから、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められる

よう仕組みを構築すること。」

（参）「跨線橋等の老朽化が課題となっていることから、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められるような仕組

みを構築すること。」

附帯決議を踏まえ、省令改正（平成２８年１０月２８日公布、１２月１日施行）

道路管理者に対し、道路局長より通達を発出（平成２８年１０月２８日）

鉄道事業者に対し、鉄道局長より通達を発出（平成２８年１０月２８日）

通達の背景・目的

 道路法施行規則 第四条の五の五に次の一号を加える。

四 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法
人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合に
おける当該鉄道又は当該新設軌道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政
法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当該鉄道事業者又は当該
軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方法を定めておくこと。
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道路鉄道連絡会議の位置付け

5

上の管理者

下の管理者

高速会社 直轄 公社
都道府県
市区町村

道路法外

その他 鉄道

高速会社

直轄

公社

都道府県
市区町村

道
路
法
外

その他

鉄道

跨道橋
連絡会議

【道路メンテ
ナンス会議の

下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

道路メンテナンス会議
【都道府県単位で設置済み】

＜事務局＞
国道事務所

個別協議

（仮称）
道路鉄道連絡会議
【道路メンテナンス会議の下部組織】

（仮称）
道路鉄道
連絡会議

【道路メンテナンス
会議の下部組織】

＜事務局＞
国道事務所

＜事務局＞
国道事務所
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対象施設・構成員・役割

6

○鉄道を跨ぐ全ての道路橋（跨線橋）
○道路を跨ぐ全ての鉄道橋（跨道鉄道橋）
※跨道鉄道橋は本通達の対象外であるが、道路鉄道連絡会議では必要に応じて

対象とする。

○点検計画、修繕※計画等の調整（※修繕には耐震補強を含む）
○メンテナンスに関する情報共有
○耐震補強に関する情報共有
○その他要望、要請事項、意見交換等

○地方整備局（道路部、直轄事務所）
○地方運輸局（鉄道部）
○地方公共団体（都道府県、政令市、市町村）
○高速道路会社（NEXCO、首都高速、阪神高速、本四高速）
○鉄道事業者

対象施設

構成員

役割
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

規約の改正（道路鉄道連絡会議の設置）

資料２
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

道路メンテナンス年報の概要

資料３
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

跨線橋の点検結果

資料４
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21%

34%

67%

54%

12%

12%

0.0%

0.01%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

29%

1%

19%

13%

21%

52%

76%

61%

58%

57%

19%

22%

20%

29%

22%

0.1%

0.0%

0.0%

0.3%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

高速道路会社

都道府県・政令市等

市町村

合計

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・全国）

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

市町村

都道府県等

高速道路会社

国土交通省

H26年度 H27年度

（19%）

（7%）

（7%）

（22%）

（14%）

（16%）

42%

22%

23%

（12%） （19%）
31%

（11%） （18%）
29%

（ ）内は各年度の点検実施率

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出
※四捨五入の関係で各年度の点検実施率の合計が累積実施率と

異なる場合がある

点検実施率（H26・27累積） 点検結果（H26・27累積）

（参考）

H26年度 H27年度

（17%） （22%）
39%

（14%） （24%）
38%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

緊急輸送道路
を構成する橋梁

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

緊急輸送道路
を構成する橋梁

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

（参考）

高速道路会社

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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50%

0%

30%

26%

29%

50%

100%

22%

44%

36%

0%

0%

48%

30%

35%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

高速道路会社

都道府県等

市町村

全管理者

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

0%

0%

43%

13%

20%

17%

10%

6%

38%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

高速道路会社

都道府県等

市町村

全管理者

H26実施率 H27実施率

跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・大分県）

2

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

点検実施率（H26・27累積） 点検結果（H26・27累積）
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跨線橋の点検結果及び修繕状況

0

跨線橋名（フリガナ） 路線名
架設年次
（西暦）

橋長
（m）

幅員
（m）

管理者

行政区域

関係する
鉄道事業者

点検・
修繕※

都道府県 市町村
判定
区分

修繕
実施
状況

再判
定区
分

向野跨線橋 ﾑｸﾉｺｾﾝｷｮｳ 国道10号 1962 12.0 8.6 九州地方整備局 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

向野跨線橋橋側歩道橋 ﾑｸﾉｺｾﾝｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号 1981 11.7 2.0 九州地方整備局 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

日出跨線橋（下り） ﾋｼﾞｺｾﾝｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1981 38.4 12.7 九州地方整備局 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

日出跨線橋（上り） ﾋｼﾞｺｾﾝｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1963 34.0 8.5 九州地方整備局 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

日出跨線橋橋側歩道橋 ﾋｼﾞｺｾﾝｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号 1978 52.3 2.0 九州地方整備局 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

敷戸橋（下り） ｼｷﾄﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道10号 2002 35.5 13.2 九州地方整備局 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

敷戸橋（上り） ｼｷﾄﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2012 36.5 12.7 九州地方整備局 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

池ノ原橋 ｲｹﾉﾊﾙﾊﾞｼ 国道210号 1974 431.3 9.5 九州地方整備局 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

天ヶ瀬第１高架橋 ｱﾏｶﾞｾﾀﾞｲｲﾁｺｳｶｷｮｳ 国道210号 1968 407.6 10.1 九州地方整備局 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

天ヶ瀬第２高架橋 ｱﾏｶﾞｾﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ 国道210号 1969 155.5 10.6 九州地方整備局 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

右田跨線橋 ﾐｷﾞﾀｺｾﾝｷｮｳ 国道210号 1970 72.0 8.8 九州地方整備局 大分県 九重町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

中村跨線橋 ﾅｶﾑﾗｺｾﾝｷｮｳ 国道210号 1971 13.5 10.8 九州地方整備局 大分県 九重町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

鬼ヶ瀬跨線橋 ｵﾆｶﾞｾｺｾﾝﾊｼ 国道210号 1974 29.0 10.4 九州地方整備局 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

天神跨線橋 ﾃﾝｼﾞﾝｺｾﾝｷｮｳ 国道210号 1970 17.0 8.8 九州地方整備局 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

中村跨線橋側道橋（上り） ﾅｶﾑﾗｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 2007 24.0 2.6 九州地方整備局 大分県 九重町 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

竹の下跨線橋橋側歩道 ﾀｹﾉｼﾀｺｾﾝｷｮｳｿｿｸﾎﾄﾞｳ 国道10号 1984 67.0 2.0 九州地方整備局 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

竹の下跨線橋 ﾀｹﾉｼﾀｺｾﾝｷｮｳ 国道10号 1964 38.0 9.7 九州地方整備局 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

久留須橋 ｸﾙｽﾊﾞｼ 国道10号 1963 17.2 10.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

立花跨線橋 ﾀﾁﾊﾞﾅｺｾﾝｷｮｳ 国道10号 1966 8.5 8.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

久留須橋橋側歩道橋（上り） ｸﾙｽﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2007 17.2 3.6 九州地方整備局 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

千引橋 ｾﾝﾋﾞｷﾊｼ 国道57号 1970 80.0 8.8 九州地方整備局 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

犬飼どんこ大橋 ｲﾇｶｲﾄﾞﾝｺｵｵﾊｼ 国道57号 2004 546.3 9.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

千引橋側道橋（下り） ｾﾝﾋﾞｷﾊｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道57号（中九州横断道路） 2004 85.5 3.8 九州地方整備局 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

番匠川橋 ﾊﾞﾝｼﾞｮｳｶﾞﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道 2014 539.0 12.0 九州地方整備局 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

平岩橋 ﾋﾗｲﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道 1998 81.0 14.1 九州地方整備局 大分県 津久見市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

豊後津久見橋 ﾌﾞﾝｺﾞﾂｸﾐﾊﾞｼ 東九州自動車道 2008 546.0 12.6 九州地方整備局 大分県 津久見市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

大肥川橋（下り） ｵｵﾋｶﾞﾜｷﾖｳ(ｸﾀﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 1988 507.0 9.0 西日本高速道路(株) 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

大肥川橋（上り） ｵｵﾋｶﾞﾜｷﾖｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 1998 500.0 9.0 西日本高速道路(株) 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

槐木橋（下り） ﾆｶﾞｷｷﾖｳ（ｸﾀﾞﾘ） 九州横断自動車道 長崎大分線 1995 383.0 9.0 西日本高速道路(株) 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

槐木橋（上り） ﾆｶﾞｷｷﾖｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 2003 358.0 8.7 西日本高速道路(株) 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －
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跨線橋の点検結果及び修繕状況

1

跨線橋名（フリガナ） 路線名
架設年次
（西暦）

橋長
（m）

幅員
（m）

管理者

行政区域

関係する
鉄道事業者

点検・
修繕※

都道府県 市町村
判定
区分

修繕
実施
状況

再判
定区
分

荏隈高架橋（下り） ｴﾉｸﾏｺｳｶｷﾖｳ(ｸﾀﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 1996 953.0 9.0 西日本高速道路(株) 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

荏隈高架橋（上り） ｴﾉｸﾏｺｳｶｷﾖｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 1996 958.0 9.8 西日本高速道路(株) 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

宮崎高架橋（下り） ﾐﾔｻﾞｷｺｳｶｷﾖｳ(ｸﾀﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 1996 1,419.0 9.8 西日本高速道路(株) 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

宮崎高架橋（上り） ﾐﾔｻﾞｷｺｳｶｷﾖｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 九州横断自動車道 長崎大分線 1996 1,421.0 9.8 西日本高速道路(株) 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

黒橋 ｸﾛﾊｼ 国道213号 1960 12.5 14.3 大分県 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

八坂大橋 ﾔｻｶｵｵﾊｼ 国道213号 1991 600.0 11.2 大分県 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

桃園橋 ﾓﾓｿﾞﾉﾊｼ 国道197号 1967 31.8 14.4 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

桃園橋側道橋 ﾓﾓｿﾞﾉﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道197号 1967 43.0 3.5 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

細跨線橋 ﾎｿｺｾﾝｷｮｳ 国道197号 1974 34.5 12.0 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

角子原陸橋 ﾂﾉｺﾊﾞﾙﾘｯｷｮｳ 県道大在大分港線 1987 177.0 13.8 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

賀来跨線橋（上り） ｶｸｺｾﾝｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 県道大分挾間線 1996 211.7 10.6 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

賀来跨線橋（下り） ｶｸｺｾﾝｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 県道大分挾間線 1979 211.6 10.3 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

竹下橋 ﾀｹｼﾀﾊｼ 県道大在公共埠頭線 1976 246.8 20.0 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

仲西橋 ﾅｶﾆｼﾊｼ 県道松岡日岡線 1970 167.8 14.3 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

仲西橋歩道橋 ﾅｶﾆｼﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 県道松岡日岡線 不明 11.6 1.9 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

挾間大橋 ﾊｻﾏｵｵﾊｼ 県道龍原挾間線 1982 300.0 10.8 大分県 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

南大分跨線橋側道橋 ﾐﾅﾐｵｵｲﾀｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道210号 不明 40.0 2.3 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

神崎跨線橋 ｶﾝｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳ 県道木田神崎線 2012 93.0 11.0 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

上竹中跨線橋 ｶﾐﾀｹﾅｶｺｾﾝｷｮｳ 県道弓立上戸次線 2011 120.0 10.8 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

南大分跨線橋 ﾐﾅﾐｵｵｲﾀｺｾﾝｷｮｳ 国道210号 1964 40.0 24.1 大分県 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

下ノ江跨線橋 ｼﾀﾉｴｺｾﾝｷｮｳ 国道217号 1994 130.0 11.0 大分県 大分県 臼杵市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

平岩跨線橋 ﾋﾗｲﾜｺｾﾝﾊｼ 県道臼杵津久見線 1997 37.0 16.8 大分県 大分県 津久見市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

津久見インター橋 ﾂｸﾐｲﾝﾀｰﾊｼ 県道津久見インター線 2000 153.0 15.9 大分県 大分県 津久見市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

脇跨線橋 ﾜｷｺｾﾝｷｮｳ 県道佐伯津久見線 1994 215.2 12.8 大分県 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

新大原橋 ｼﾝｵｵﾊﾙﾊｼ 県道小野市重岡線 1990 19.0 10.9 大分県 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

大原こ線人道橋 ｵｵﾊﾙｺｾﾝｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 県道小野市重岡線 1966 18.2 6.5 大分県 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

奥田跨線橋 ｵｸﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ 国道326号 1970 18.0 8.6 大分県 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

大恩寺大橋 ﾀﾞｲｵﾝｼﾞｵｵﾊｼ 県道緒方朝地線 1986 85.0 9.3 大分県 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

犬飼大橋 ｲﾇｶｲｵｵﾊｼ 国道326号 1967 258.0 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

３号高架橋ＯＮランプ ｻﾝｺﾞｳｺｳｶｵﾝﾗﾝﾌﾟ 県道三重新殿線 2007 220.1 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －
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３号高架橋ＯＦＦランプ ｻﾝｺﾞｳｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟ 県道三重新殿線 2007 225.7 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

会々跨線橋 ｱｲｱｲｺｾﾝｷｮｳ 県道竹田五ヶ瀬線 1973 17.6 7.8 大分県 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

馬背野陸橋 ﾏｾﾉﾘｸﾊｼ 県道高森竹田線 1960 12.5 7.4 大分県 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

音羽根陸橋 ｵﾄﾊﾈﾘｸﾊｼ 県道高森竹田線 1962 10.2 7.6 大分県 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

桜橋 ｻｸﾗﾊｼ 県道穴井迫荻線 1998 90.0 12.8 大分県 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

玖珠高架橋 ｸｽｺｳｶｷｮｳ 国道387号 1986 179.5 13.3 大分県 大分県 玖珠町 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

引治跨線橋 ﾋｷｼﾞｺｾﾝｷｮｳ 県道右田引治線 1990 19.9 10.6 大分県 大分県 九重町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

名本跨線橋 ﾅﾓﾄｺｾﾝｷｮｳ 国道211号 1985 16.6 15.8 大分県 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

花月川大橋 ｶｹﾞﾂｶﾞﾜｵｵﾊｼ 国道212号 1987 271.6 11.0 大分県 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

花月川大橋 ｶｹﾞﾂｶﾞﾜｵｵﾊｼ 国道212号 1987 271.6 11.0 大分県 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

田島跨線橋 ﾀｼﾏｺｾﾝｷｮｳ 県道戸畑日田線 1976 133.5 8.0 大分県 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

関浜橋 ｾｷﾊﾏﾊｼ 国道386号 2007 15.8 12.0 大分県 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

東中津跨線橋 ﾋｶﾞｼﾅｶﾂｺｾﾝｷｮｳ 県道東中津停車場和田線 1969 18.6 9.0 大分県 大分県 中津市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

東中津跨線橋側道橋 ﾋｶﾞｼﾅｶﾂｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 県道東中津停車場和田線 2004 21.9 3.4 大分県 大分県 中津市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

今津跨線橋 ｲﾏﾂﾞｺｾﾝｷｮｳ 県道下時枝今津停車場線 1963 16.9 6.6 大分県 大分県 中津市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

２号橋（平成小諸陸橋） ﾍｲｾｲｺﾓﾛﾘｯｷｮｳ(ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道中津港線 2007 532.1 10.1 大分県 大分県 中津市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

新今津跨線橋 ｼﾝｲﾏﾂﾞｺｾﾝｷｮｳ 県道鍋島植野線 2009 29.5 9.4 大分県 大分県 中津市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

大幹線農道１号跨線橋 ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ1ｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ 県道長洲宇佐神宮線 1983 33.0 10.3 大分県 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

高田跨線橋 ﾀｶﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ 国道213号 1969 13.0 12.5 大分県 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

陸黒橋（拡幅含む） ﾘｸｸﾛﾊｼ(ｶｸﾌｸﾌｸﾑ) 県道長洲宇佐線 1990 13.5 13.0 大分県 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

大幹線農道４号跨線橋 ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ4ｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ 県道尾永井猿渡線 1983 19.0 10.2 大分県 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

白滝陸橋 ｼﾗﾀｷﾘﾂｷﾖｳ 市道萩原明野線 1978 235.0 16.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

敷戸陸橋１ ｼｷﾄﾞﾘﾂｷﾖｳ 市道敷戸大通り線 1969 32.3 8.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

一丁田橋 ｲﾂﾁﾖｳﾀﾞﾊﾞｼ 市道判田団地１号線 1982 108.8 10.1 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

花鶴橋 ﾊﾅﾂﾞﾙﾊﾞｼ 市道金井戸伊予床線 不明 15.0 4.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

太田橋１ ｵｵﾀﾊﾞｼ 市道竹中橋田尾線 1981 28.8 4.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

岡跨線橋 ｵｶｺｾﾝｷﾖｳ 市道中冬田仁田原線 1977 19.0 4.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

鳥ノ巣橋 ﾄﾘﾉｽﾊﾞｼ 市道鳥ノ巣線 不明 37.5 2.9 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

王ノ瀬跨線橋 ｵｳﾉｾｺｾﾝｷｮｳ 市道竹下王ノ瀬線 1997 134.0 13.2 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

日吉原跨線橋 ﾋﾖｼﾊﾞﾙｺｾﾝｷｮｳ 市道久原北坂ノ市線 1997 240.0 13.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －
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長谷跨線橋 ﾅｶﾞﾀﾆｺｾﾝｷﾖｳ 市道下冬田3号線 1986 52.5 10.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

しきど駅跨線橋 ｼｷﾄﾞｴｷｺｾﾝｷｮｳ 市道敷戸駅線 1994 43.0 2.5 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

敷戸陸橋２ ｼｷﾄﾞﾘﾂｷﾖｳ 市道敷戸大通り線 1987 50.3 2.5 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

亀川駅自由通路 ｶﾒｶﾞﾜｴｷｼﾞﾕｳﾂｳﾛ 市道亀川駅自由通路 2010 29.0 4.0 別府市 大分県 別府市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

比佐津大橋 ﾋｻﾂﾊﾞｼ 市道上城内若宮線 1991 86.6 6.5 日田市 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

小ヶ瀬橋 ｵｶﾞｾﾊﾞｼ 市道日高西有田線 1991 15.7 6.5 日田市 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

臼坪跨線橋 ｳｼﾂﾎﾞｺｾﾝﾊｼ 市道臼坪女島線 2010 183.0 13.8 佐伯市 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

大久保橋 ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道長原線 2014 13.7 7.3 佐伯市 大分県 佐伯市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

江無田跨線橋 ｴﾑﾀｺｾﾝｷﾖｳ 市道江無田黒丸線 1993 203.0 9.5 臼杵市 大分県 臼杵市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

すずかけ陸橋 ｽｽﾞｶｹﾘｯｷｮｳ 市道大浜佐志生線 不明 36.0 7.0 臼杵市 大分県 臼杵市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

佐志生跨線橋 ｻｼｳｺｾﾝｷｮｳ 市道大浜佐志生線 不明 18.0 7.0 臼杵市 大分県 臼杵市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

桑木跨線橋 ｸﾜｷｺｾﾝﾊﾞｼ 市道田代天神鶴線 1986 11.4 6.5 竹田市 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

中原跨線橋 ﾅｶﾊﾞﾙｺｾﾝｷｮｳ 市道中原線 2004 17.0 8.2 竹田市 大分県 竹田市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

八幡森跨線橋 ﾔﾊﾀﾓﾘｺｾﾝｷｮｳ 市道福林1号線 不明 152.9 5.0 杵築市 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

堂様跨線橋 ﾄﾞｳｻﾏｺｾﾝｷｮｳ 市道堂様跨橋線 1978 154.6 4.0 杵築市 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

松葉橋 ﾏﾂﾊﾞﾊﾞｼ 市道乙丸線 1990 21.7 7.2 杵築市 大分県 杵築市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

蜷木跨線橋 ﾆﾅｷﾞｺｾﾝﾊﾞｼ 市道ふるさと東部線 2000 89.3 2.0 宇佐市 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

大幹線農道3号跨線橋 ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ3ｺﾞｳｺｾﾝﾊﾞｼ 市道ＵＳＡフラワーロード3号線 1982 19.6 5.1 宇佐市 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

大幹線農道2号跨線橋 ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ2ｺﾞｳｺｾﾝﾊﾞｼ 市道ＵＳＡフラワーロード2号線 1982 25.1 10.3 宇佐市 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

野尻橋 ﾉｼﾞﾘﾊｼ 市道緒方中央線 1961 8.5 7.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

柳平跨線橋 ﾔﾅﾋﾞﾋﾗｺｾﾝｷｮｳ 市道高畑細長線 1970 13.5 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

井上跨線橋 ｲﾉｳｴｺｾﾝｷｮｳ 市道鼓田井上線 2002 18.0 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

池ノ上跨線橋 ｲｹﾉｳｴｺｾﾝｷｮｳ 市道池上茅場線 1965 10.8 6.1 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

櫟木跨線橋1号 ｲﾁｷﾞｺｾﾝｷｮｳｲﾁｺﾞｳ 市道小野屋櫟木線 1957 13.1 5.0 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

櫟木２号跨線橋 ｲﾁｷﾞﾆｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ 市道小野屋櫟木線 不明 18.1 6.3 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

山崎橋 ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ 市道山崎荒木線 1966 15.0 4.8 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

馬渡橋 ﾏﾜﾀｼﾊﾞｼ 市道下津々良線 1978 47.3 6.0 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

心光寺跨線橋 ｼﾝｺｳｼﾞｺｾﾝｷｮｳ 市道下津々良線 1983 19.5 6.0 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

幸野跨線橋 ｺｳﾉｺｾﾝｷｮｳ 市道宮ノ窪線 不明 22.4 3.5 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

中依橋 ﾅｶﾖﾘﾊﾞｼ 市道中依大南線 1966 15.0 4.8 由布市 大分県 由布市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未
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跨線橋の点検結果及び修繕状況

4

跨線橋名（フリガナ） 路線名
架設年次
（西暦）

橋長
（m）

幅員
（m）

管理者

行政区域

関係する
鉄道事業者

点検・
修繕※

都道府県 市町村
判定
区分

修繕
実施
状況

再判
定区
分

西八日市跨線橋 ﾆｼﾖｳｶｲﾁｺｾﾝｷﾖｳ 町道西八日市豊岡団地線 1986 13.0 4.7 日出町 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

日出橋 ﾋｼﾞﾊﾞｼ 町道堀南浜線 1967 13.0 7.2 日出町 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

中村跨線橋 ﾅｶﾑﾗｺｾﾝｷﾖｳ 町道中村線 1987 21.0 13.9 日出町 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

出逢い大橋 ﾃﾞｱｲｵｵﾊｼ 町道長刎支線 1999 221.0 12.0 玖珠町 大分県 玖珠町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

牧跨線橋 ﾏｷｺｾﾝｷｮｳ 市道加納牧線 1968 71.2 7.8 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅰ 不要 －

鍛冶屋跨線橋 ｶｼﾞﾔｺｾﾝｷｮｳ 町道楢原貞末線 1986 16.0 7.2 日出町 大分県 日出町 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

深河内歩道橋（歩道橋） ﾌｶｶﾞﾜｳﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道深河内中の瀬線 1977 39.2 1.5 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

牧歩道橋（歩道橋） ﾏｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道牧東西7号線 1984 16.3 1.9 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

大在駅跨線橋（歩道橋） ｵｵｻﾞｲｴｷｺｾﾝｷｮｳ 市道大在駅線 2005 66.5 3.0 大分市 大分県 大分市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

浜脇中学校歩道橋（歩道橋） ﾊﾏﾜｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道神ノ木1号橋 不明 16.6 2.6 別府市 大分県 別府市 九州旅客鉄道(株) Ⅲ 未

是則跨線橋（歩道橋） ｺﾚﾉﾘｺｾﾝｷｮｳ 市道東中津和田停車場線 1980 55.5 1.5 中津市 大分県 中津市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

小谷口跨線橋（歩道橋） ｺﾀﾆｸﾞﾁｺｾﾝｷｮｳ 市道小谷口2号線 1980 10.9 1.0 日田市 大分県 日田市 九州旅客鉄道(株) Ⅱ 不要 －

津久見駅跨線橋（歩道橋） ﾂｸﾐｴｷｺｾﾝｷｮｳ 市道駅裏線 2010 35.4 2.6 津久見市 大分県 津久見市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

小黒跨線橋（歩道橋） ｵｸﾞﾛｺｾﾝﾊﾞｼ 市道豊前長洲駅西線 2000 19.0 2.0 宇佐市 大分県 宇佐市 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

物見塚人道橋（歩道橋） ﾓﾉﾐｽﾞｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 町道物見塚荻迫線 不明 31.5 1.2 九重町 大分県 九重町 九州旅客鉄道(株) 未 未 未

※記入方法
・判定区分：点検実施済みの場合は判定区分「Ⅰ～Ⅳ」、点検未実施の場合は「未」を記入
・修繕実施状況：修繕実施済みの場合は「済」、修繕未実施の場合は「未」、修繕不要の場合は「不要」を記入
・再判定区分：修繕後、再判定実施済みの場合は再判定区分、再判定未実施の場合は「未」、修繕不要の場合は「－」を記入

※連続高架橋等、点検・修繕の対象箇所が複数ある場合、跨線部の状況を記入
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